
● 新築の一戸建て住宅
単位：円（税込）

○ 併願とは、当センターで他業務申請により、各基準の審査を行っている場合

（当センターが発行した証明書、通知書の添付等により基準が確認できる場合も含む）

○ 変更申請の手数料は、該当する変更審査条件に対する上記手数料の２分の１を適用（千円未満切捨て）

○ 一戸建ての住宅とは、住宅の用途以外の用途に供する部分（自動車車庫を除く）を有しない住宅をいう

※ 希望による表示プレート等の発行手数料は、別途料金

■ 建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）評価業務 2025/04/01

区分 審査条件 料金

新規

単独 44,000

併願で外皮計算を行っている場合 22,000

併願で一次エネルギー消費量計算を行っている場合 11,000


